
別 表 ・ 別 図 集 

（栗山町地域防災計画） 



別  表  目  次 

別表第１  災害対策本部組織図   （第３章第２節第３関係）………………１２３ 

別表第２   災害対策本部の部班・事務分掌 （第３章第２節第３関係）………………１２４ 

別表第３  注意報基準   （第３章第６節第１関係）………………１２６ 

別表第４  警報基準   （第３章第６節第１関係）………………１２７ 

別表第５  気象予報（注意報を含む）、  （第３章第６節第１関係）………………１２８ 

警報、並びに情報等伝達系統図 

別表第６  災害情報連絡系統図   （第５章第１節第２関係）………………１２９ 

別表第７  災害情報    （第５章第１節第４関係）………………１３０ 

別表第８  被害状況報告（速報・中間・最終）    （第５章第１節第４関係）………………１３２ 

別表第９  被害状況判定基準    （第５章第１節第４関係）………………１３４ 

別表第10  重要水防区域    （第４章第１節関係）……………………１３９ 

別表第11  急傾斜地崩壊危険箇所  （第４章第５節第１関係）………………１４３ 

土石流危険渓流   （第４章第５節第１関係）………………１４３ 

箇所図   （第４章第５節第１関係）………………１４６ 

別表第11-1 山地災害危険地区表   （第４章第５節第１関係）………………１４８ 

位置図   （第４章第５節第１関係）………………１４９ 

別表第12  除雪作業基準    （第４章第３節第１関係）………………１５３ 

栗山町除排雪業務実施要領   （第４章第３節第１関係）………………１５４ 

別表第13  消防組織機構    （第４章第７節関係）……………………１５５ 

別表第14  消防施設の現況    （第４章第７節関係）……………………１５６ 

別表第15  防災資機材保有状況    （第４章第８節第２関係）………………１５７ 

別表第16  指定緊急避難場所    （第４章第１０節第２関係）……………１５８ 

指定避難所    （第４章第１０節第３関係）……………１５９ 

位置図    （第４章第１０節第２・第３関係）……１６０ 

別表第17  栗山町医療機関一覧      （第５章第１３節第６関係）……………１６４ 

別表第18  防災無線    （第５章第１節第５関係）………………１６６ 

別表第19  消防無線    （第５章第１節第５関係）………………１６７ 

別表第20  給水用資機材の備蓄及び整備状況 （第５章第１０節第７関係）…………１６８ 

別表第21  配水池保有水量  （第５章第１０節第７関係）……………１６９ 

別表第22  被災者生活再建支援制度の概要 （第８章第３節関係）……………………１７０ 

別 図 目 次 

別図第１  災害対策本部案内掲示板  （第３章第２節第３関係）………………１７１ 

別図第２  腕   章    （第３章第２節第３関係）………………１７１ 

別図第３  避難場所標識    （第４章第９節第１関係）………………１７３ 



別表第１（第３章第２節第３関係）

災害対策本部組織図

平成３０年６月３０日現在

本 部 長 副 本 部 長 本　　部　　員 総務対策部 総務・広報班

町 長 副 町 長 教　育　長 総　務　課
財政資材班

総  括 経営企画課

環境政策課
環境衛生班

若者定住推進室

各対策部長 出納室 調査班

民生対策部 福祉班

住民生活課
避難救護班

税務課

保健福祉課 保健衛生班

農業委員会

継立出張所

建設対策部 施設管理班

建設水道課
上下水道班

産業対策部 農林班

産業振興課
商工班

ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ推進課

議会事務局

文教対策部 社会教育班

教育委員会事務局
学校教育班

介護福祉学校

支援対策部 支援班

図書館
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別表第２（第３章第２節第３関係）

平成３０年６月３０日現在

総務対策部 部長：総務課長

副部長
総務課広報・防災・情報 班長 班員 １ 町国民保護協議会の運営に関すること
担当主幹    総務課総務担当参与  総務Ｇ ２ 町国民保護対策本部に関すること
（総務・広報班担当） 副班長  広報・防災・情報Ｇ ３ 避難実施要領の策定に関すること

 総務課広報・防災 ・情報Ｇ主査 ４ 道を通じた自衛隊の部隊等の派遣要請に関すること
 （杉本） ５ 退避の指示及び警戒区域の設定に関すること

６ 関係機関との連絡調整に関すること
７ 庁内の非常体制に関すること
８ 武力攻撃等事態に関する情報の収集及び伝達に関すること
９ 職員の動員計画及び非常招集に関すること

１０ 動員職員の寝具、出動用被服等に関すること
１１ 動員職員の出動状況の記録に関すること
１２ 安否情報の収集・整理・照会に関すること
１３ 関係機関（消防、警察、自衛隊等）との連携に関すること
１４ 災害視察者、見舞金等の義援金等の受付に関すること
１５ 国民保護対策に伴う金銭（義援金等の受入れを含む）の出納

及び保管に関すること
１６ 住民への国民保護情報等の供給に関すること
１７ 関係機関への国民保護に関する情報の提供に関すること
１８ 被災現場の写真撮影に関すること
１９ 災害広報に関すること
２０ 報道機関との連絡調整に関すること
２１ 町災害対策本部の活動状況や実施した国民保護措置等の

記録に関すること
２２ 通信回路や通信機器の確保に関すること
２３ 住民に対する警報の内容の伝達及び緊急通報の内容の

伝達に関すること
２４ 住民への避難の指示の伝達に関すること
２５  その他、他部及び部内の班に属さないこと

副部長 
出納室長 班長 班員 １ 国民保護対策予算その他財政、経理に関すること
 （財政資材班担当）    経営企画課行政経営Ｇ主査（髙橋）  行政経営Ｇ、出納室員 ２ 国への負担金の請求に関すること

副班長 ３ 応急公用負担等に伴う損失補償及び損害補償等に関すること
 出納室主査（伊藤） ４ 物資の調達及び救援物資等の受入れに関すること

５ 公的徴収金の減免等に関すること
副部長 

経営企画課地域政策 班長 班員 １ 被災地域における被害の実態調査に関すること
担当主幹    経営企画課地域政策Ｇ主査（三木）  地域政策Ｇ ２ 災害に関する相談、苦情及び陳情処理等に関すること
（調査班担当） 副班長 ３ 町有財産の被害調査及び災害共済に関すること

 経営企画課地域政策Ｇ （松川） ４ 総合的な災害記録の作成及び災害統計に関すること

民生対策部 部長：住民生活課長

副部長
税務課長 班長 班員 １ 社会福祉施設及び病院施設の被害調査に関すること
保健福祉課福祉・子育て 　 税務課収納担当主幹  福祉・子育てＧ ２ 避難所の開設、運営に関すること
担当主幹 副班長  課税Ｇ、収納G ３ 避難所の記録、報告に関すること
（福祉班担当）  保健福祉課福祉・子育て主査 (出南） ４ 避難住民の記録及び安否情報の収集、報告に関すること

５ 被災者に対する生活援護に関すること
６ 救援物資及び義援金等の分配に関すること
７ 避難住民等への食品、生活必需品等の給与又は貸与に関すること
８ 避難所における仮設トイレに関すること
９ 給食施設の応急利用に関すること

１０ 避難住民等への応急仮設住宅等の供与に関すること
１１ 避難住民等への電話その他の通信設備の提供に関すること
１２ 所管する生活関連施設の安全確保に関すること
１３ ボランティアの受け入れ及び調整に関すること

副部長
若者定住推進室長 班長 班員 １ 安否情報の収集に関すること
住民生活課生活安全 　 保健福祉課高齢者・ 介護担当参与  住民・国保Ｇ、生活安全Ｇ ２ 高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の安全確保に関すること
担当主幹 副班長  高齢者・介護Ｇ、 ３ 武力攻撃災害による行方不明者の捜索に関すること
（避難救護班担当）  住民生活課住民・国保担当参与  若者定住推進室員 ４ 道との連携による応急救護所の開設及び管理に関すること

副部長
保健福祉課地域医療 班長　 班員 １ 避難住民等への医療の提供及び助産に関すること
・健康推進担当主幹    保健福祉課健康推進G主査（十河）  健康推進G、地域医療G ２ 道との連携による健康相談及び指導に関すること
（保健衛生班担当） 副班長 ３ 道との連携による防疫対策に関すること

 保健福祉課地域医療G 主査（高野瀬） ４ 道との連携による食品、飲料水の衛生確保対策に関すること
５ 道との連携による保健・栄養指導対策に関すること
６ 保健所との連絡調整に関すること
７ 医師会、歯科医師会との連携に関すること
８ 医療、医薬品等の確保に関すること
９ 避難住民等への炊出しに関すること

災害対策本部の部班の編成、事務分掌

保健衛生班

総務・広報班

財政資材班

調査班

福祉班

避難救護班
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民生対策部 部長：住民生活課長

副部長
環境政策課長     班長 班員 １ 災害時の廃棄物及び汚物処理に関すること
継立出張所長　 　 環境政策課環境政策担当主幹  環境政策Ｇ ２ 死体の収容処理、埋葬及び火葬に関すること
（環境対策班担当） 副班長 ３ 被災地における環境保全及び公害対策に関すること

 環境政策課環境政策G主査（澤田） ４ 衛生関係施設の被害調査に関すること

建設対策部 部長：建設水道課長

副部長
建設水道課総務管理 班長 班員 １ 町有財産の被害調査及び応急対策に関すること
・都市整備担当主幹 　 建設水道課総務管理担当参与（工藤）  総務管理Ｇ、技術Ｇ ２ 町有財産の緊急使用に関すること
（施設管理班担当） 副班長 ３ 武力攻撃災害等を受けた住宅の応急修理に関すること

 建設水道課総務管理担当参与（高田） ４ 応急仮設住宅等の建設に関すること
５ 所管する生活関連施設等の安全確保に関すること
６ 建設関係団体との連絡調整に関すること
７ 防災物資の調達等に関すること
８ 車両（作業車を除く）の確保及び配車に関すること
９ 避難住民の誘導の支援及び移送に関すること

１０ 武力攻撃災害時の運送（避難住民等の移送を含む）の総括に
関すること

１１ 応急復旧資機材等の運送に関すること
１２ 輸送関係機関との連絡調整に関すること
１３ 警戒区域の巡回に関すること
１４ 被災地における交通安全対策に関すること

副部長
建設水道課技術担当主幹 班長 班員 １ 上下水道施設の被害調査、応急対策及び災害復旧に関すること
（上下水道班担当）    建設水道課技術担当参与  上下水道Ｇ ２ 所管する生活関連施設等の安全確保に関すること

副班長 ３ 避難住民等への飲料水の供給に関すること
 建設水道課上下水道担当参与 ４ 応急給水に関すること

５ 水の安定的な供給に関すること
６ 水源地の管理及び水質保全に関すること
７ 上下水道施設の警戒配備に関すること
８ 水供給中断地域住民に対する周知に関すること

産業対策部 部長：産業振興課長

副部長
農業委員会事務局長 班長 班員 １ 農業関係の被害調査、応急対策及び復旧対策に関すること
（農林班担当） 　 農業委員会参与  農林業振興Ｇ ２ 被災農家の救護に関すること

副班長  農業委員会事務局員 ３ 死亡獣畜の処理に関すること
 農林業振興Ｇ主査（杉本） ４ 農業団体との連絡調整に関すること

５ 林野火災に関すること
６ 農地及び農業用施設の被害調査及び応急措置に関すること

副部長
ブランド推進課課長 班長 班員 １ 労務の提供に関すること
（商工班担当）  ブランド推進課ブランド 推進Ｇ主査  ブランド推進G ２ 商工労働団体との連絡調整に関すること

  (西村） ３ 商工業関係の被害調査に関すること
副班長 ４ 被災商工業者の援護及び応急対策に関すること
  ブランド推進課ブランド 推進Ｇ主査 ５ 生活関連物資等の価格安定供給に関すること

　（久保） ６ 商工業関係機関との連絡調整に関すること

文教対策部 部長：教育次長

副部長
図書館長 班長 班員 １ 社会教育及び体育施設の被害調査、応急対策及び復旧対策に
（社会教育班担当）    社会教育Ｇ主査（三田）  社会教育Ｇ 関すること

副班長 ２ 文化財の保護及び応急対策に関すること
 社会教育Ｇ主査（丸山） ３ 社会教育施設及び体育施設の応急利用に関すること

４ 所管する生活関連施設等の安全確保に関すること
副部長

介護福祉学校事務局長 班長 班員 １ 児童、生徒の安全確保に関すること
（学校教育班担当）  　学校教育担当参与（永坂）  学校教育Ｇ ２ 学校教育施設の被害調査、応急対策及び復旧対策に関すること

副班長  介護福祉学校事務局員 ３ 学校教育施設の応急利用に関すること
 介護福祉学校事務局参与（青山） ４ 公立学校等への警報の伝達に関すること

５ 避難住民等への学用品等の給与に関すること
６ 教職員の動員に関すること

支援対策部 部長： 議会事務局長

副部長
議会事務局主幹 班長 班員 １ 議会との連絡調整に関すること
(支援班担当）  （兼） 議会事務局主幹  議会事務局員 ２ 他対策部への応援に関すること

消防対策部 部長：消防長
副部長

署長 班長 班員 １ り災証明に関すること
　 消防課長  消防本部 ２ 武力攻撃災害への対処に関すること（救急・救助を含む）
副班長  消防署 ３ 住民の避難誘導に関すること

 生活安全課長 ４ 病人、負傷者、急患等の輸送に関すること

消防班

支援班

環境対策班

施設管理班

上下水道班

農林班

商工班

社会教育班

学校教育班
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別表第３（第３章第６節第１関係）

気象警報発表区域の種類

府県予報区 石狩・空知・後志地方

一次細分区域 空知地方

市町村等をまとめた地域 南空知

注意報発表基準

種　　　　類 注意報の基準

表面雨量指数基準 　6

土壌雨量指数基準　 83

流域雨量指数基準 　雨煙別川流域=11.2　時登川流域＝2.8
　　　　　　　　　　　　　 阿野呂川流域=14.1　ポンアノロ川流域＝4.1
複合基準＊１　　　　　　雨煙別川流域=(5, 10.7)
                                  ポンアノロ川流域＝(5, 4.1)

指定河川洪水予報による基準　夕張川［円山］

強　　　　風 平均風速　　12m/s

風　　　　雪 平均風速　　10m/s　雪による視程障害を伴う

大　　　　雪 降雪の深さ　12時間降雪の深さ　30cm

雷 落雷等により被害が予想される場合

融　　　　雪 70mm以上：24時間雨量と融雪量（相当水量）の合計

濃　　　　霧 視程　200m

乾　　　　燥 最小湿度30%　実効湿度60%

①24時間降雪の深さ30cm以上

②積雪の深さ50cm以上で、日平均気温5℃以上

5月～10月：（平均気温）平年より5℃以上低い日が2日以上継続

11月～4月：（最低気温）平年より8℃以上低い

霜 最低気温　3℃以下

着　　　　雪 気温0℃くらいで、強度並以上の雪が数時間以上継続

*1（表面雨量指数,流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表している。

注意報の種類及び発表基準

大　　　　雨

洪　　　　水

なだれ

低　　　　温
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別表第４（第３章第６節第１関係）

気象警報発表区域の種類

府県予報区 石狩・空知・後志地方

一次細分区域 空知地方

市町村等をまとめた地域 南空知

警報発表基準

種　　　　類 警報の基準

浸水害：表面雨量指数基準 　6

土砂災害：土壌雨量指数基準　 142

流域雨量指数基準 　雨煙別川流域=14  　時登川流域＝3.6
　　　　　　　　　　　　　 阿野呂川流域=17.7　ポンアノロ川流域＝5.9

複合基準＊１　　　　　 ポンアノロ川流域＝(5, 4.9)

指定河川洪水予報による基準　夕張川［円山・清幌橋］

暴　　　　風 平均風速　　18m/s

暴　風 　雪 平均風速　16m/s  雪による視程障害を伴う

大　　　　雪 12時間降雪の深さ50cm

記録的短時間大雨情報

気象情報名 記録的短時間大雨情報の基準

記録的短時間大雨情報 １時間雨量　100mm

種　　　　類 特別警報の基準

大　　　　雨
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想さ
れ、若しくは、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧
により大雨になると予想される場合

暴　　　　風
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が
吹くと予想される場合

暴　風 　雪
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴
う暴風が吹くと予想される場合

大　　　　雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

大　　　　雨

洪　　　　水

特別警報発表基準

警報・特別警報等の種類及び発表基準

*1（表面雨量指数,流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表している。
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※

札 ※

総 （ 広 報 ） 一
幌 対 策 栗

通 報 務

管 （ 広 報 ）

課

区 山

（

般
宿

気 日

警報 直

象 町 含 （ 広 報 ）

）

町
台

（ 広 報 ）

民

※ 「※は法定伝達機関ではない」

ＮＨＫ放送局

報 道 関 係

町　長
副町長

小 中 学 校

教 育 委 員 会

南空知消防組

合 消 防 署

栗 山 消 防 団

別表第５（第３章第６節第１関係）

気象予報（注意報を含む）、警報、並びに情報等伝達系統図

北海道開発局

自 衛 隊
第 ７ 師 団

Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本
セ ン タ ー

防災関係機関

町 長 部 局

北 海 道

第７２戦車連隊
※

北海道警察 栗山警察署
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１．災害対策本部の設置前

　※札幌管区気象台並びに
　　札幌開発建設部、空知総合振興局
　　札幌建設管理部の関係部局など
　

２．災害対策本部（連絡会議）の設置後

消 消

防

機

関 団

厚生労働省 総務省消防庁

本　　部

北海道災害対策

地 方 本 部

情 報 連 絡 部

総合振興局地域災害

対策連絡協議会

栗山町災害対策

消 防 署宿 日 直 （ 勤 務 時 間 外 ）

北海道防災会議

中央防災会議

北海道災害対策

本　　　部
北海道防災会議

内閣総理大臣

北海道防災会議

構 成 機 関

栗 山 町 防 災 会 議

地 方 部 局

出 先 機 関

総合振興局地域災害
対策連絡協議会

構成機関

栗山消防団

教育長

一 般 住 民

防 災 関 係 機 関

町 長

副町長

総 務 課 長

関係課長

関係職員

防

　通常の系統

　防災会議情報連絡部を

住　　　民　　　等

　設置した場合の系統

　直接速報基準に該当する
　　　火災・災害等

別表第６（第５章第１節第２関係）

災害情報連絡系統図

異 常 現 象 発 見 者

南空知消防組合栗 山 町 総 務 課栗山警察署

平成３０年６月３０日現在
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別表第７（第５章第１節第４関係） 
 
 

災        害         情          報 

 

 

 報告時限              

 

    月  日  時 現在 

 

 発受信日時 

 

       月   日   時   分 

 
 発信機関              

 

 
 受信機関          

 

 

 発信担当者 

 

 
 受信担当者 

 

 

 発生場所              

 

   

 発生日時              

 

    月  日  時  分 

 

 災害の原因 

 

 

 気 

 象 

 等 

 の 

 状 

 況 

 

 雨   量 

 河川水位          

 潮位波高          

 風   速 

 そ の 他 

 

 

 交 

 通 

 ・ 

 通 

 信 

 ・ 

 水 

 道 

 等 

 の 

 状 

 

 道   路 

 鉄   道 

 電   話 

 水   道 

 （飲料水） 

 電   気 

 そ の 他 

 

 

 
 況 
    

 応 

 急 

 措 

 置 

 の 

 状 

 況 

 

 ⑴災害対策 

 本部等の設

置 

 

 （名   称） 

（設置日時）           月   日   時   分  設置 

 
 ⑵ 

 災害救助法 

 の適用の          

 状   況 

 

    （地区名）    （被害棟数）    （り災世帯）    （り災人員） 

 

  （救助実施内容） 
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 応 

 急 

 措 

 置 

 の 

 状 

 況 

 

 ⑶ 

 避 難 の 

 状   況 

 

 区  分 

 

  地区名        

 

  避難場所          

 

  人   員 

 

  時   間 

 

 

 避難指示 

 

    

 避難勧告 

 

    

 自主避難 

 

    

 ⑷ 

 自衛隊派遣 

 要請の状況 

 

 

 ⑸ 

 そ の 他 

 措 置 の 

 状   況 

 

 

 ⑹ 

 応急対策          

 

 （ア）出動人員           （イ）主な活動状況 

 

  
 出動人員          
 

    市町村職員     名 

    消防職員      名 

    消防団員      名 

    その他（住民等）  名 

      計       名 

 

 

  そ の 他 

 

 （今後の見通し等） 

 

 



別表第８（第５章第１節第４関係）

中間 最終 ）

件数等 被害金額(千円) 件数等 被害金額(千円)

人  河　　川 箇所

人 道 海　　岸 箇所

人 工 砂防設備 箇所

人 事 地すべり 箇所

人 急傾斜地 箇所

棟 道　　路 箇所

世帯 橋　　梁 箇所

人 小　　計 箇所 0 0

棟 河　　川 箇所

世帯 道　　路 箇所

人 橋　　梁 箇所

棟 小　　計 箇所 0 0

世帯 箇所

人 箇所

棟 箇所

世帯 箇所

人 箇所

棟

世帯 箇所 0 0

人 沈没流出 隻

棟 0 破　　損 隻

世帯 0 小　計 隻 0 0

人 0 箇所

棟 箇所

棟 箇所

棟 件

棟 件

棟 0 0 件

棟 0 0 0 0

流失･埋没等 ha 林　　地 箇所

浸冠水 ha 道 治山施設 箇所

流失･埋没等 ha 有 林　　道 箇所

浸冠水 ha 林 林 産 物 箇所

ha そ の 他 箇所

ha 小    計 箇所 0 0

箇所 一 林　　地 箇所

箇所 般 治山施設 箇所

箇所 民 林　　道 箇所

箇所 有 林 産 物 箇所

箇所 林 そ の 他 箇所

小    計 箇所 0 0

0 0 箇所 0 0

災害発生場所

機関(市町村)名

職・氏名

速報被 害 状 況 報 告（ 

②
住
家
被
害

災害発生日時 月　 日　 時 　分 災害の原因

項　　目　 項　　目

※個人別の氏名、性
別、年令、原因は、
補足資料で報告

行方不明

重　　傷

軽　　傷

計

死　　者

漁 港 施 設

全壊
公共建物 共同利用施設

その他 その他 施設

0計

そ　 の 　他

その他 計

半壊
公共建物   漁　具 （網）

その他 水 産 製 品

⑥
水
産
被
害

漁
船

その他

      計 計

農業用施設

共同利用施設

営農施設

畜産被害

田

畑

農地

⑦
林
業
被
害

計
公共建物

発
信

①
人
的
被
害

発信日時

職・氏名

農作物
田

畑

③
非
住
家
被
害

④
農
業
被
害

      月　　日　　時現在 

全　　壊

半　　壊

⑤
土
木
被
害

一部破損

床上浸水

床下浸水 計

月　　日　　時　　分

受
信

下 水 道

公  　園

崖くずれ

月　　日　　時　　分 受信日時

機関(市町村)名

市
町
村
工
事

港　　湾

漁　　港
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件数等 被害金額(千円) 件数等 被害金額(千円)

箇所 箇所

公 立 箇所 公　立 箇所

個 人 箇所 法　人 箇所

一般廃棄物処理 箇所 計 箇所 0 0

し尿処理 箇所 箇所 －

箇所 箇所

箇所 0 0 隻

件 箇所

件 戸 －

件 回線 －

件 0 0 戸 －

箇所 戸 －

箇所 箇所 －

箇所 箇所

箇所 － 0

箇所 0 0 0

団体 建 　物 件

世帯 0 危険物 件

人 0 その他 件

人 人

廃止日時

0

　　・自衛隊の派遣要請、出動状況

　　・災害ボランティアの活動状況　　ほか

　　・避難の勧告・指示の状況

　　・避難所の設置状況

　　・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況

災害救助法
適用市町村名

補足資料（※別葉で報告）

　○災害発生場所

　　・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況

　○災害発生年月日

　○災害の種類概況

　○人的被害（個人別の氏名、性別、年令、住所、職業、被災場所、原因）→個人情報につき取扱い注意

　○応急対策の状況

消防団員出動延人数

火災発生

設置日時市町村名 名　称災害対策本部
の設置状況○

道（支庁）

電　　気

ガ　　ス

ブロック塀等

都市施設

計

被　害　総　額

消防職員出動延人数

⑪社会教育施設被害

⑫　社会
福祉施設
等被害

⑬
そ
の
他

鉄道不通

鉄道施設

被害船舶(漁船除く)

空　　港

水　　道

電　　話そ の 他

公共施設被害市町村数

罹災世帯数

罹災者数

小 学 校

中 学 校

高　　校
⑩　公立
文教施設

被害 その他文教施設

計

計

水      道

⑧
衛
生
被
害

病 院

清 掃
施 設

火  葬  場

計

⑨
商
工
被
害

商　　業

工　　業

  項　　　　　目項　　　　　目
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別表第９（第５章第１節第４関係） 

 

被 害 区 分  被 害 状 況 判 定 基 準 

①

人

的

被

害 

死 者 

  当該災害が原因で死亡した死体を確認したもの。又は死体を確認することができな

いが死亡したことが確実なもの。 

(1) 当該災害により負傷し、死亡した者は、当該災害による死亡者とする。 

(2) Ａ町のものが隣接のＢ町に滞在中、当該災害によって死亡した場合は、Ｂ町の死 

亡者として取り扱う。（行方不明、重傷、軽傷についても同じ。） 

(3) 氏名、性別、年令、職業、住所、原因を調査し市町村と警察調査が一致すること。 

行方不明  
  当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いがあるもの。 

(1) 死者欄の(2)(3)を参照。 

重 傷 者 

災害のため負傷し、１ヶ月以上医師の治療（入院、通院、自宅療養等）を受け、又は

受ける必要のあるもの。 

(1) 死者欄の(2)(3)を参照。 

軽 傷 者 

災害のため負傷し、１ヶ月未満の医師の治療（入院、通院、自宅療養等）を受け、又

は受ける必要のあるもの。 

(1) 死者欄の(2)(3)を参照。 

②

住

家

被

害 

住 家 

 現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを

問わない。 

(1) 物置、倉庫等を改造して居住している場合は、住家とみなす。 

(2) 商品倉庫等の一部を管理人宿舎として使用している場合で、商品倉庫、管理人宿 

舎ともに半壊した場合、住家の半壊１、商工被害１として計上すること。 

(3) 住家は社宅、公宅（指定行政機関及び指定公共機関のもの）を問わず全てを住家 

とする。 

世 帯 

 生活を一つにしている実際の生活単位。寄宿舎、下宿その他これ等に類する施設に

宿泊するもので共同生活を営んでいる者は、原則としてその寄宿舎等を１世帯とする。 

(1) 同一家屋内に親子夫婦が生活の実態を別々にしている場合は、２世帯とする。 

全 壊 

 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、

流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用す

ることが困難もので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流出した部分の床面積

が、その住家の延床面積の７０％以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構造

要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が５

０％以上に達した程度のもの。 

(1) 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価とし、家財道具の被害は含 

まない。 

半 壊 

 住  住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損

壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊

部分がその住家の延床面積の２０％以上７０％未満のもの、又は住家の主要な構造要

素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が２０％

以上５０％未満のもの。 

(1) 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価に減損耗率を乗じた額とし、 

家財道具の被害は含まない。 
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被 害 区 分  被 害 状 況 判 定 基 準 

②

住

家

被

害 

一部破損  

 全壊、半壊、床上浸水及び床下浸水に該当しない場合であって、建物の一部が破損

した状態で、居住するためには、補修を要する程度のもの。 

(1) 被害額の算出は、その家屋（畳、建具を含む）の時価に減損耗率を乗じた額とし、 

家財道具の被害は含まない。 

床上浸水  

 住家が床上まで浸水、又は土砂等が床上まで堆積したため、一時的に居住すること

ができない状態となったもの。 

(1) 被害額の算出は、床上浸水によって家屋（畳、建具を含む）が破損した部分の損 

害額とし、家財道具の被害、土砂及び汚物等の除去に要する経費は含まない。 

床下浸水  

 住家が床上浸水に達しないもの。 

(1) 被害額の算出は、床下浸水によって家屋が破損した部分の損害額とし、土砂及び 

汚物等の除去に要する経費は含まない。 

③

非

住

家

被

害 

非 住 家 

 非住家とは、住家以外の建物で、この報告中他の被害項目に属さないものとする。 

 これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

(1) 公共建物とは、役場庁舎、集会施設等の公用又は公共の用に供する建物をいう。 

なお、指定行政機関及び指定公共機関の管理する建物は含まない。 

(2) その他は、公共建物以外の神社、仏閣、土蔵、物置等をいう。 

(3) 土蔵、物置とは、生活の主体をなす主家に附随する建物の意味であって、営業用 

の倉庫等は、その倉庫の用途に従って、その他の項目で取り扱う。 

(4) 被害額の算出は、住家に準ずる。 

④

農

業

被

害 

農 地 

 農地被害は、耕土の流出、土砂の流入、埋没、沈下、隆起又はき裂により工作に適

さなくなった状態をいう。 

(1) 流失とは、その田畑の筆における耕土の厚さ１０％以上が流失した状態をいう。 

(2) 埋没とは、粒径１ｍｍ以下にあっては２ｃｍ、粒径０.２５ｍｍ以下の土砂にあって 

は５ｃｍ以上土砂が堆積した状態をいう。 

(3)  被害額の算出は、農地の原型復旧に要する費用又は農耕を維持するための最

小限度の復旧に要する費用とし、農作物の被害は算入しない。 

農 作 物 

 農作物が農地の流失、埋没等及び浸冠水・倒伏によって生じた被害をいう。 

(1) 浸冠水とは、水、土砂等によって相当期間（２４時間以上）作物等が地面に倒れて 

いる状態をいう。 

(2) 倒伏とは、風のため相当期間（２４時間以上）作物等が地面に倒れている状態を 

いう。 

(3) 被害額の算出は、災害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推定積算 

すること。 

農業用施設 

 頭首工、ため池、水路、揚水機、堤防、農業用道路、橋梁、その他農地保全施設の

被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

共同利用施設 

 農業協同組合又は同連合会の所有する倉庫、農産物加工施設、共同作業場、産地

市場施設、種苗施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、家畜診療施設等及び農家の共

同所有に係る営農施設の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

営農施設  

 農家個人所有に係る農舎、サイロ倉庫、尿溜、堆肥舎、農業機械類、温室、育苗施

設等の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

畜産被害  施設以外の畜産被害で、家畜、畜舎等の被害をいう。 

そ の 他  上記以外の農業被害、果樹（果実は含まない）草地畜産物等をいう。 
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被 害 区 分 被 害 状 況 判 定 基 準 

⑤

土

木

被

害 

河 川 

 河川の維持管理上必要な堤防、護岸、水制・床止め又は沿岸を保全するため防護

することを必要とする河岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

海 岸 

海岸又はこれに設置する堤防、護岸、突堤その他海岸を防護することを必要とする

海岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

砂防設備  

 砂防法第１条に規定する砂防設備、同法第３条の規定によって同法が準用される砂

防の施設又は天然の河岸等で復旧工事を要する程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

地 す べ り 

防止施設  

 地すべり等防止法第２条第３項に規定する地すべり防止施設で復旧工事を必要とす

る程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

急傾斜地崩

壊防止施設 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第２条第２項に規定する急傾斜地

崩壊防止施設で復旧工事を必要とする程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

道 路 

 道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている道路法第２条の道路の損壊

が、復旧工事を要する程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

橋 梁 

 道路法に基づき道路管理者が維持管理を行っている、道路法第２条の道路を形成

する橋が流失または損壊し、復旧工事を要する程度の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

港 湾 
港湾法第２条第５項に基づく水域施設、外かく施設、けい留施設等で、復旧工事を

要する程度の被害をいう。 

漁 港 
漁港法第３条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重要な輸送施設。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

下 水 道 
下水道法に規定する公共下水道、流域下水道、都市下水路。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

公 園 

都市公園法施行令第３１条各号に掲げる施設（主務大臣の指定するもの（植栽・い

けがき）を除く。）で、都市公園法第２条第１項に規定する都市公園に設けられたもの。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

⑥

水

産

被

害 

漁 船 

動力船及び無動力船の沈没流出、破損（大破、中破、小破）の被害をいう。 

(1) 港内等における沈没は、引上げてみて今後使用できる状態であれば破損として取 

り扱う。 

(2) 被害額の算出は、被害漁船の再取得価額又は復旧額とする。 

漁港施設  
外かく施設、けい留施設、水域施設で水産業協同組合の維持管理に属するもの。 

(1) 被害額の算出は、再取得価額又は復旧額とする。 

共同利用  

施 設 

 水産業協同組合、同連合会、または地方公共団体の所有する施設で、漁業者の共

同利用に供する水産倉庫、加工施設、作業所、荷さばき所、養殖施設、通信施設、給

水施設、給油施設、製氷・冷凍・冷蔵施設・干場・船揚場等をいう。 

(1) 被害額の算出は、再取得価額又は復旧額とする。 

その他施設 
 上記施設で個人（団体、会社も含む）所有のものをいう。 

(1) 被害額の算出は、再取得価額又は復旧額とする。 

漁具 （網 ） 
 定置網、刺網、延縄、かご、函等をいう。 

(1) 被害額の算出は、再取得価額又は復旧額とする。 

水産製品  

 加工品、その他の製品をいう。 

(1) 被害額の算出は、被害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推 

定積算すること。 
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被 害 区 分 被 害 状 況 判 定 基 準 

⑦

林

業

被

害 

林 地 
 新生崩壊地、拡大崩壊地、地すべり等をいう。 

(1)  被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

治山施設  
 既設の治山施設等をいう。 

(1)  被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

林 道 
 林業営業基盤整備の施設道路をいう。 

(1)  被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

林 産 物 

 素材、製材、薪炭原木、薪、木炭、特用林産物等をいう。 

(1)  被害額の算出は、被害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推 

定積算すること。 

そ の 他 
 苗畑、造林地、製材工場施設、炭窯、その他施設（飯場、作業路を含む。）等をいう。 

(1) 被害額の算出は、再取得価額又は復旧額とする。 

⑧

衛

生

被

害 

水 道 

 水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設

をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

病 院 
 病院、診療所、助産所等をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

清掃施設  
 ごみ処理施設、し尿処理施設及び最終処分場をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

火 葬 場 
 火葬場をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

⑨ 

商 工

被  害 

商 業 

 商品、原材料等をいう。 

(1) 被害額の算出は、被害を受けなかったとしたならば得たであろう金額を推定積算

すること。 

工 業 

 工場等の原材料、製品、生産機械器具等をいう。 

(1) 被害額の算出は、被害を受けなかったとしたならば得たであろう金額及び 

再取得価額又は復旧額とする。 

⑩  公立 文教 

施 設 被 害 

 公立の小、中、高校、中等教育学校、大学、特殊支援学校、幼稚園等をいう。（私学

関係はその他の項目で扱う。） 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

⑪  社会 教育 

施 設 被 害 

 図書館、公民館、博物館、文化会館等の施設。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

⑫  社会 福祉 

施 設 等 被 害  

 老人福祉施設、身体障がい者（児）福祉施設、知的障がい者（児）福祉施設、児童母

子福祉施設、生活保護施設、介護老人保健施設、精神障がい者社会復帰施設をい

う。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 
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被 害 区 分 被 害 状 況 判 定 基 準 

⑬

そ

の

他 

鉄道不通   汽車、電車等の運行が不能となった程度の被害をいう。 

鉄 道 施 設 
 線路、鉄橋、駅舎等施設の被害をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

被害船舶

（漁船除く） 

 ろ、かいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能となったもの及

び流出し、所在が不明となったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害

をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

空 港 
 空港整備法第４条第１項第５号及び第５条第１項の規定による空港をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

水道（戸数） 上水道、簡易水道で断水している戸数のうち、ピーク時の戸数をいう。 

電話（戸数）  災害により通話不能となった電話の回線数をいう。 

電気（戸数）  災害により停電した戸数のうち、ピーク時の停電戸数をいう。 

ガス（戸数）  一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっているピーク時の戸数をいう。 

ブロック塀等 
 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

都 市 施 設 
 街路等の都市施設をいう。 

(1) 被害額の算出は、復旧に要する経費を計上すること。 

   上記の項目以外のもので特に報告を要すると思われるもの。 

 



流心距離 危険区域 住家 公共施設

（ｋｍ） 延長（㎞） （戸） （棟）
１級 22.80 堤防高

～
23.30 0.50 1,125
22.80
～ 堤防断面
23.30 0.47 1,125
26.20
～ 堤防高
27.10 0.90
26.20
～ 堤防断面
27.10 0.86
16.80
～ 堤防高
17.20 0.40 180
16.80
～ 堤防断面
17.20 0.68 300

17.41 工作物
（馬追橋） 780

17.80
～ 堤防高
21.25 3.45
17.80
～ 堤防断面
21.25 3.82
21.75
～ 堤防高
24.75 3.00 780
21.75
～ 堤防断面
32.50 11.62 150

1
3
9

別表第１０（第４章第１節関係）

　〃　〃 三日月 　〃

9 　〃

10

11 　〃 　〃

　〃

　〃

右岸

右岸

　〃

　〃　〃

　〃

　〃

8

　〃7 　〃 錦２丁目

富士

　〃 　〃

右岸

　〃

　〃

6

　〃

95

　〃
田

田

概　要水系名 河川名

番　　号 危 険 区 域

災害の要因一連 図面 市町村名 地区名

1 72石狩川
夕張川

左岸
栗山町 三日月

2

3

5

4

　〃 　〃

　〃 阿野呂

　〃 　〃

　〃 　〃

予 想 さ れ る 被 害 整 備 計 画

開発局

道　路

田

その他 実施機関

　〃 　〃 72 　〃
田左岸

左岸
　〃 　〃

左岸
　〃 　〃

　〃 錦１丁目 　〃 　〃

　〃

　〃
田

田右岸

　〃

　〃 13

右岸

　〃田

95

重 要 水 防 区 域

17

右岸

　　　平成３０年６月３０日現在

　〃

　〃



流心距離 危険区域 住家 公共施設

（ｋｍ） 延長（㎞） （戸） （棟）
１級 工作物 田

22.70
330

工作物
22.71

150
24.75 田
～ 堤防高
25.25 0.50 330

25.06 工作物
（夕張川橋）

25.25
～ 堤防高
32.00 0.75
32.00
～ 堤防高
32.50 0.50
33.20
～ 堤防高
34.20 1.00
33.20
～ 堤防断面
34.20 1.06 畑　　13

34.21 工作物
（多良津橋） 畑　　 6

34.90
～ 堤防高
36.50 0.60 畑　　 4
34.90

～ 堤防断面

36.50 1.09 畑　　 4

39.00

～ 堤防高

39.80 0.80 畑　　 4

39.00

～ 堤防断面

39.80 0.59 畑　　 4

開発局

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

　〃

概　要

　〃

実施機関

1
4
0

番　　号 危 険 区 域 予 想 さ れ る 被 害 整 備 計 画

18

田

一連 図面 市町村名 地区名 水系名 河川名 災害の要因 道　路 その他

17　〃

栗山町 三日月 石狩川

17

12

13

14

　〃 南学田

15

16 　〃

　〃 　〃

　〃 南角田 　〃

　〃 　〃 　〃

17

　〃 　〃 13

19

20

21

　〃

右岸

　〃 　〃 　〃

角田 　〃　〃

　〃

　〃

　〃 　〃 　〃 12

　〃

　〃 　〃 　〃 18
右岸

　〃
田　  53

　〃
田　  85

右岸 田　 127
29

　〃

23 　〃 円山

22 　〃 　〃 　〃

　〃
右岸

18

1824 　〃 円山

　〃

右岸

右岸

　〃

　〃

　〃

18

右岸

　〃

　〃

　〃

　〃

右岸

右岸

　〃

田　  85
　〃

（新由仁夕張川
橋梁下）

（新由仁夕張川
橋梁上）

田　  85
　〃

田　  85
　〃

夕張川



流心距離 危険区域 住家 公共施設

（ｋｍ） 延長（㎞） （戸） （棟）

１級 2.40 田

～ 堤防高

2.70 0.30 330

1.15 工作物

～

1.51 0.36 150

1.51 田

～ 堤防高

1.72 0.21 330

2.05

～ 堤防高

2.40 0.35

2.69

～ 堤防高

2.96 0.27

4.92

～ 堤防高

5.23 0.31

6.14

～ 堤防高

7.63 1.49

7.63

～ 堤防高

7.71 0.08 畑　　13

7.71

～ 堤防高

8.23 0.52 畑　　 6

１級 1.94

～ 堤防高

4.15 2.21 畑　　 4

1.94

～ 堤防高

2.90 0.96 畑　　 4

　〃

　〃

　〃

北海道

　〃

　〃

26 　〃

1
4
1

番　　号 危 険 区 域

一連 図面 市町村名 地区名

予 想 さ れ る 被 害 整 備 計 画

その他 実施機関 概　要

17

水系名 河川名 災害の要因 道　路

25 栗山町 桜丘 石狩川
右岸

中央２丁目 　〃 　〃
左岸

13（新由仁夕張川
橋梁上）

田
　〃

　〃
左岸

1727 　〃 　〃

28 　〃 松風２丁目 　〃 　〃

29 　〃 朝日２丁目 　〃 　〃

　〃 北学田 　〃 　〃

左岸

　〃

左岸

左岸

31 　〃 雨煙別 　〃 　〃
左岸

30

32 　〃 　〃 　〃 　〃
左岸

29
田　 127

　〃

33 　〃 　〃 　〃 　〃
左岸

12
田　  53

　〃

34 　〃 大井分 　〃
右岸

18
田　  85

　〃

35 　〃 南学田 　〃 　〃
左岸

18
田　  85

　〃

雨煙別川

阿野呂川



流心距離 危険区域 住家 公共施設

（ｋｍ） 延長（㎞） （戸） （棟）

１級 6.26

～ 堤防高

7.58 1.32

12.00

～ 堤防高

12.35 0.35

12.85

～ 堤防高

13.95 1.10

13.95

～ 堤防高

17.80 0.85

1
4
2

36 　〃 御園 　〃
左岸

番　　号 危 険 区 域 予 想 さ れ る 被 害

　〃 　〃
左岸

37 　〃 日出 　〃

その他 実施機関

北海道

38 　〃 　〃 　〃 　〃
左岸

　〃

39 　〃 　〃 　〃 　〃
左岸

　〃

整 備 計 画

道　路一連 図面 市町村名 地区名 概　要

阿野呂川

水系名 河川名 災害の要因



種類 数 数

急００１ Ⅰ-0-457-457 桜丘２丁目１ ９０ｍ － － 10m

急００２ Ⅰ-0-458-458 桜丘１丁目１ １９０ｍ 会館 1 80m

急００３ Ⅱ-0-438-438 桜丘２丁目２ ４６ｍ ー ー ー

急００４ Ⅱ-0-439-439 桜丘３丁目 １３ｍ － － ー

急００５ Ⅱ-0-440-440 桜丘１丁目２ ２７ｍ － － 150m

急００６ Ⅱ-0-441-441 桜丘１丁目３ １８５ｍ － － ー

人家戸数
種類 数 戸

町道

町道

町道

町道

町道

町道

主要道道札幌夕張線

町道

ー

1
4
3

1 ー

14

4

別表第１１（第４章第５節第１関係）

平成３０年６月３０日現在

急傾斜地崩壊危険箇所

危険箇所の延長位置№ 箇所番号
保全対象施設

公共的建物
種類

渓流概要
位置渓流名河川名

土石流危険渓流

備考
道路

土００１ Ⅰ０７－００２０ 雨煙別川 スキー場沢川

公共的建物
保全対象施設

渓流番号№

公共施設

町道

備考

緑丘 0.06

人家戸数
戸

5

流域面積(ｋ㎡）

0.18

土００３ Ⅱ０７－００４０ 中の沢川 緑丘の沢川

土００２ Ⅰ０７－００３０ 雨煙別川 湯地３の沢川 ー ー

ー

0.06湯地

桜丘１丁目

土００４ Ⅱ０７－００５０ 中の沢川 緑丘１の沢川

1

ー ー

ー ー

ー

0.10 ー ー ー

緑丘 0.09 ー ー

土００６ Ⅰ０７－００７０ ポンアノロ川 ポンアノロ右１の沢川

1

土００５ Ⅱ０７－００６０ 雨煙別川 桜山２の沢川 桜山

0.13 ー ー 1

継立 0.09 ー ー

土００８ Ⅱ０７－００９０ 坊主川 継立地区の沢川

1

土００７ Ⅱ０７－００８０ 坊主川 坊主沢川 桜山

0.02 ー ー 1

桜山 0.24 ー ー

土０１０ Ⅱ０７－０１１０ ポンアノロ川 ポンアノロ左１の沢川

ー

土００９ Ⅱ０７－０１００ ポンアノロ川 継立地区１の沢川 継立

ー ー

継立 0.13 ー ー

土０１１ Ⅱ０７－０１２０ ポンアノロ川 浄水場の沢川 継立 0.19

0.14 ー ー土０１２ Ⅱ０７－０１３０ 阿野呂川 継立１の沢川

1

日出

平成３０年６月３０日現在

20 町道

11 ー

1

1



主要道道札幌夕張線

町道

主要道道札幌夕張線

主要道道札幌夕張線

主要道道札幌夕張線

町道

一般国道２７４号

道東自動車道

一般国道２７４号

町道

道東自動車道

町道

町道

町道

町道

ー

ー

ー ー ー

1
4
4

ー

ー ー ー

ー土０３２    Ⅲ０７－００７ 湯地川 湯地１の沢川 湯地 0.05

土０３１    Ⅲ０７－００６ 葉散別川 桜丘６の沢川 桜丘３丁目 0.11

土０３０    Ⅲ０７－００５ 葉散別川 桜丘５の沢川 桜丘３丁目 0.04

ー ー

土０２９    Ⅲ０７－００４ 葉散別川 桜丘４の沢川 桜丘３丁目 0.02 ー ー

ー ー ー

土０２８    Ⅲ０７－００３ 葉散別川 桜丘３の沢川 桜丘３丁目 0.02 ー

土０２７    Ⅲ０７－００２ 葉散別川 桜丘２の沢川 桜丘３丁目 0.07

ー

土０２６    Ⅲ０７－００１ 葉散別川 桜丘１の沢川 桜丘３丁目 0.05 ー ー ー

ー 1

土０２５ Ⅱ０７－０３００ 草木川 草木川 滝下 0.70 ー ー

ー ー ー

土０２４ Ⅱ０７－０２９０ 砂金川 滝下川 滝下 0.27 ー

土０２３ Ⅱ０７－０２８０ 砂金川 神社の沢川 滝下 0.27

ー

土０２２ Ⅱ０７－０２７０ 砂金川 滝下１の沢川 滝下 0.18 ー ー 1

ー 2

土０２１ Ⅱ０７－０２２０ 阿野呂川 地蔵の沢 日出 0.17 ー ー

ー ー ー

土０２０ Ⅱ０７－０２１０ 阿野呂川 阿野呂右２の沢川 日出 0.07 ー

土０１９ Ⅱ０７－０２００ 阿野呂川 阿野呂右１の沢川 日出 0.12

4

土０１８ Ⅰ０７－０１９０ 阿野呂川 日出３の沢川 日出 0.16 ー ー ー

ー 3

土０１７ Ⅰ０７－０１８０ 阿野呂川 日出右５の沢川 日出 0.10 ー ー

ー ー 1

土０１６ Ⅰ０７－０１７０ 阿野呂川 日出右４の沢川 日出 0.07 ー

土０１５ Ⅱ０７－０１６０ 阿野呂川 日出２の沢川 日出 0.11

土０１４ Ⅱ０７－０１５０ 阿野呂川 日出１の沢川

土０１３ Ⅱ０７－０１４０ 阿野呂川 継立２の沢川

日出 0.05 ー ー

日出 0.12 ー ー

1

1



町道
ー ー ー

1
4
5

土０３４    Ⅲ０７－００９ 雨煙別川 湯地４の沢川 湯地 0.10

ー土０３３    Ⅲ０７－００８ 湯地川 湯地２の沢川 湯地 0.04 ー ー



急傾斜地崩壊危険箇所図
土石流危険渓流箇所図

Ｎｏ．1

凡例
急傾斜地
崩壊危険

急０００

土石流危
険渓流

土０００
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急傾斜地崩壊危険箇所図
土石流危険渓流箇所図

ＮＯ．２
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　　　山　地　災　害　危　険　地　区

山1 湯地１ 栗山町 湯地 崩1 桜丘１ 栗山町 桜丘
山2 湯地２ 栗山町 湯地 崩2 桜丘２ 栗山町 桜丘
山3 湯地３ 栗山町 湯地 崩3 桜丘３ 栗山町 桜丘
山4 桜丘１ 栗山町 桜丘 崩4 佐藤地先 栗山町 桜丘
山5 自動車学校地先 栗山町 桜丘 崩5 ハサンベツ川 栗山町 桜丘
山6 鉄道の沢１ 栗山町 桜丘3丁目 崩6 スキー場の沢 栗山町 桜丘
山7 桜丘４ 栗山町 桜丘3丁目 崩7 ポンポン沢 栗山町 緑丘
山8 桜丘５ 栗山町 桜丘3丁目 崩8 中ノ沢川 栗山町 緑丘
山9 後藤地先 栗山町 桜丘3丁目 崩9 本沢 栗山町 本沢
山10 桜丘７ 栗山町 桜丘3丁目 崩10 桂の沢 栗山町 継立
山11 桜丘８ 栗山町 桜丘 崩13 日出１ 栗山町 日出
山12 桜丘９ 栗山町 桜丘3丁目 崩14 日出２ 栗山町 日出
山15 緑丘３ 栗山町 緑丘 崩15 日出３ 栗山町 日出
山16 緑丘４ 栗山町 緑丘 崩16 仁木の沢 栗山町 日出
山17 緑丘２ 栗山町 緑丘 崩17 事務所の沢 栗山町 日出
山19 本沢１ 栗山町 本沢 崩18 地蔵の沢 栗山町 日出
山20 本沢２ 栗山町 本沢 崩19 矢部の沢 栗山町 日出
山21 本沢３ 栗山町 本沢 崩20 神社の沢 栗山町 日出
山22 本沢４ 栗山町 本沢 崩21 一号沢 栗山町 日出
山23 本沢５ 栗山町 本沢 崩22 勝又の沢 栗山町 日出
山24 北学田 栗山町 北学田 崩23 牧野の沢 栗山町 日出
山25 桜山 栗山町 桜山 崩24 日出地区 栗山町 日出
山26 継立１ 栗山町 継立 崩25 伊藤の沢 栗山町 御園
山27 町有林の沢 栗山町 継立 崩26 タラツ川 栗山町 南角田
山28 日出１ 栗山町 日出 崩27 町有林３の沢 栗山町 継立
山29 日出２ 栗山町 日出 崩28 桜丘３丁目１ 栗山町 桜丘 3丁目
山30 日出３ 栗山町 日出 崩29 桜丘３丁目 栗山町 桜丘 3丁目
山31 日出４ 栗山町 日出 崩30 桜丘１丁目３ 栗山町 桜丘 1丁目
山32 日出５ 栗山町 日出 崩31 桜丘３丁目 栗山町 桜丘 3丁目
山33 日出６ 栗山町 日出 崩32 継立１ 栗山町 継立
山34 御園２ 栗山町 御園 崩33 継立２ 栗山町 継立
山35 御園３ 栗山町 御園 崩34 南角田 栗山町 南角田
山36 御園４ 栗山町 御園 崩35 日出地区Ⅰ 栗山町 日出
山37 円山 栗山町 円山 崩36 日出５ 栗山町 日出
山38 滝ノ下１ 栗山町 滝ノ下 崩37 桜丘１丁目１ 栗山町 桜丘 1丁目
山39 滝ノ下２ 栗山町 滝ノ下 崩38 継立３ 栗山町 継立
山40 滝ノ下３ 栗山町 滝ノ下 崩39 日出地区Ⅱ 栗山町 日出
山41 卜部地先 栗山町 桜丘 崩40 朝日２丁目 栗山町 朝日 2丁目
山42 桜丘１０ 栗山町 桜丘 崩41 桜丘３丁目２ 栗山町 桜丘 3丁目
山43 桜丘１１ 栗山町 桜丘 崩42 桜丘３丁目３ 栗山町 桜丘 3丁目
山44 鉄道の沢２ 栗山町 桜丘 崩43 桜丘１丁目 栗山町 桜丘 1丁目

崩44 桜丘３丁目４ 栗山町 桜丘 3丁目
崩45 桜丘３丁目５ 栗山町 桜丘 3丁目

地1 日の出１ 栗山町 日の出
地2 日の出２ 栗山町 日の出
地3 湯地１ 栗山町 湯地
地4 湯地２ 栗山町 湯地

崩　壊　土　砂　流　出　危　険　地　区　一　覧　表

番
号

地
区
名

位置

備
考

市
町
村

大
字

字
番
号

市
町
村

大
字

字

地
区
名

地　す　べ　り　危　険　地　　区　一　覧　表

位置

備
考

山　腹　崩　壊　危　険　地　区　一　覧　表

番
号

地
区
名

位置

備
考

市
町
村

大
字

字

別表第１１－１（第４章第５節第１関係）
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039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
　　山地災害危険地区 位置図 1/4

039195
長方形

039195
折れ線

039195
タイプライターテキスト
山-44

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
　山-6

039195
タイプライターテキスト
　山-7

039195
タイプライターテキスト
　山-43

039195
タイプライターテキスト
 

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
 山-8

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
 山-9

039195
タイプライターテキスト
　　 山-5

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
 山-41

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
 山-10

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
　山-11

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
　山-12

039195
タイプライターテキスト
山-4

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
 山-42

039195
タイプライターテキスト
 山-1

039195
タイプライターテキスト
 山-2

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
 山-3

039195
タイプライターテキスト
　崩-1

039195
タイプライターテキスト
　 崩-2

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
  崩-3

039195
タイプライターテキスト
崩-43

039195
タイプライターテキスト
崩-30

039195
タイプライターテキスト
　 崩-4

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
　 崩-5

039195
タイプライターテキスト
　 崩-31

039195
タイプライターテキスト
崩-41

039195
タイプライターテキスト
崩-42

039195
タイプライターテキスト
　崩-6

039195
タイプライターテキスト
　崩-28

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
崩-43

039195
タイプライターテキスト
崩-44

039195
タイプライターテキスト
 崩-29

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
　地-3

039195
タイプライターテキスト
 地-4

039195
タイプライターテキスト
崩-40

039195
タイプライターテキスト
　崩-37

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
　　　　　崩-8

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
　山-25

039195
タイプライターテキスト
山-23

039195
タイプライターテキスト
山-22

039195
タイプライターテキスト
  山-21

039195
タイプライターテキスト
 山-20

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
    山-24

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト

142900409
スタンプ

142900409
スタンプ



039195
タイプライターテキスト
山地災害危険地区 位置図 2/4

039195
長方形

039195
折れ線

039195
タイプライターテキスト
　崩-29

039195
タイプライターテキスト
 地-2

039195
タイプライターテキスト
 山-13

039195
タイプライターテキスト
山-14

039195
タイプライターテキスト
 山-15

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
　　　 山-17

039195
タイプライターテキスト
山-16

039195
タイプライターテキスト
　崩-7

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
 山-15

039195
タイプライターテキスト
　 崩-8

039195
タイプライターテキスト
　 山-15

039195
タイプライターテキスト
    山-20

039195
タイプライターテキスト
　　 山-21

039195
タイプライターテキスト
　　崩-35

039195
タイプライターテキスト
　　　　 崩-36

039195
タイプライターテキスト
　　　　　　崩-24

039195
タイプライターテキスト
　　　　　　崩-39

039195
タイプライターテキスト
　　 崩-9

039195
タイプライターテキスト
 崩-8

142900409
スタンプ

142900409
スタンプ



039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
山地災害危険地区 位置図 3/4

039195
長方形

039195
折れ線

039195
折れ線

039195
タイプライターテキスト
  山-19

039195
タイプライターテキスト
 山-20

039195
タイプライターテキスト
　　 山-21

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
　　山-22

039195
タイプライターテキスト
 山-23

039195
タイプライターテキスト
 山-24

039195
タイプライターテキスト
　 崩-9

039195
タイプライターテキスト
　

039195
タイプライターテキスト
　  崩-35

039195
タイプライターテキスト
　　　

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
　　　　　　

039195
タイプライターテキスト
　      　崩-36

039195
タイプライターテキスト
　　　 崩-24

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
 崩-39

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
　　 崩-23

039195
タイプライターテキスト
崩-22

039195
タイプライターテキスト
　　　 崩-21

039195
タイプライターテキスト
　　崩-20

039195
タイプライターテキスト
地-2

039195
タイプライターテキスト
崩-19

039195
タイプライターテキスト
　　　崩-18

039195
タイプライターテキスト
　　 崩-17

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
　　崩-16

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
　　 崩-15

039195
タイプライターテキスト
　　山-28

039195
タイプライターテキスト
崩-14

039195
タイプライターテキスト
崩-13

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
　　崩-38

039195
タイプライターテキスト
  崩-27

039195
タイプライターテキスト
 崩-33

039195
タイプライターテキスト
　　　崩-32

039195
タイプライターテキスト
　　崩-10

039195
タイプライターテキスト
　　 山-27

039195
タイプライターテキスト
山-30

039195
タイプライターテキスト
山-29

039195
タイプライターテキスト
  山-31

039195
タイプライターテキスト
山-32

039195
タイプライターテキスト
 山-33

039195
タイプライターテキスト
　 山-34

039195
タイプライターテキスト
 山-35

039195
タイプライターテキスト
  山-36

039195
タイプライターテキスト
 崩-25

039195
タイプライターテキスト
 山-26

039195
タイプライターテキスト
山-25

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
　地-

142900409
スタンプ

142900409
スタンプ



039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト

039195
タイプライターテキスト
 山地災害危険地区 位置図 4/4

039195
長方形

039195
タイプライターテキスト
　　     崩-26

039195
タイプライターテキスト
　　　　崩-34

039195
タイプライターテキスト
山-37

039195
タイプライターテキスト
　　

039195
タイプライターテキスト
　　　山-38

039195
タイプライターテキスト
　　山-39

039195
タイプライターテキスト
　　　 山-40

142900409
スタンプ

142900409
スタンプ



別表第１２（第４章第３節第１関係）

除雪作業基準

種 類 標 準 交 通 量 除 雪 目 標

１　道道路線（札幌土木現業所）

第 1 種 1，000台／日以上

　　２車線以上の幅員確保を原則とし、異常な降雪時以外は、交通

　　異常降雪時等においては、極力２車線の確保を図る。

　を確保する。

第 2 種
300～1，000台／日

以上

　　２車線（5.5m)以上の幅員確保を原則とし、夜間除雪は実施しな
い。

　 異常降雪時等においては、極力１車線以上の確保を図る。

第 3 種 300台／日以下

　２車線福音を確保することを原則とし、夜間除雪は実施しない。

　状況によっては１車線(4.0m)幅員で待機所を設ける。異常降雪

時においては、一時通行止めとすることもやむを得ないものとする。

２　町道路線（栗山町）～別紙「栗山町除排雪業務実施要領」による。
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別表第１２（第４章第３節１関係） 

栗山町除排雪業務実施要領 

  冬期間における快適な生活環境、生活圏の広域化に伴う道路交通網の確保を図るため、

地域住民の積極的な協力を得ながら除排雪事業を進める 

 

◎ 車道除雪基準 

（１） 車道除雪幅員は１車線確保を基準とし、幹線町道については極力２車線確保に

努める。その他の路線は道路状況により対応する。 

（２） 除雪の出動基準は降雪量が概ね１０ｃｍ以上若しくは予測される時。 

（３） 早朝出動体制は通常午前２時より稼動し、作業終了については午前７時３０分

を目途とする。（通勤・通学時間の確保）＜全線除雪に係る作業時間は最低５時

間必要＞ 

（４） 早朝パトロール者は、降雪状況が異なる市街地・北部・中南部各地区を巡回し

て降雪の状況を把握し担当者に連絡。 

（５） 圧雪・暖気等特殊な状況の対応については、パトロール及び連絡を受けその状

況を把握し対応に当たる。 

（６） 交差点の見通し改善については、早朝除雪後状態を把握しその対応に当たる。 

（７） 日中の大雪、その他緊急時の出動はパトロール等によりその状況を把握し対応

に当たる。 

◎ 歩道除雪基準 

（１） 歩道除雪幅員は概ね１ｍ以上（機械幅）を確保する。 

（２） 早朝出動体制は通常午前３時より稼動し、作業終了については午前７時３０分

を目途とする。（通勤・通学時間の確保）＜全線除雪に係る作業所要時間は最低

４時間必要＞ 

（３） 除雪の出動基準は降雪量が概ね１０ｃｍ以上若しくは予測される時。 

（４） 日中の大雪、その他緊急時の出動はパトロール等によりその状況を把握し対応

に当たる。 

◎ 排雪基準 

（１） 運搬排雪 

排雪を実施する目安は、堆積雪により道路幅員が狭くなり歩行者や車両交通に

支障を及ぼすと判断される時、計画排雪路線に即し、主要幹線・通学路を最優

先に実施する。 

（２） 狭隘路線における拡幅（排雪等） 

市街地等における狭隘路線の拡幅（排雪）に係る排雪場所については、公共用

地・公園等に排雪する。 



別表第１３（第４章第７節第１関係）

（１）消防組織図

第3分団

第　1　部

第　2　部

第　1　部

第　2　部

継立分遣所

第　1　部

第　2　部

第2分団

第1分団

栗山消防団

消防課
消防本部

(消防長)

生活指導係

第　3　部

予　防　係

生活安全課

総　務　係

消防団係

平成３０年６月３０日現在

通　信　係

角田分遣所

消防署

（署長）

消防組織機構

南空知消防組合

管理者（栗山町長）

警　防　係

救急救助係
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別表第１４（第４章第７節第１関係）

（１）車　両

（２）消防水利保有数

消防施設の現況

平成３０年６月３０日現在

平成３０年６月３０日現在

1 6 2 2221 2 2 019 7 2 2

11 6 26

64

1 3 1 1

1

1 1322

9 6 2

1 2 1 1

46

12

10 4

143

25

35

４０ ｔ 以上

４０ ｔ 未満

合　　　計

防
火
水
槽

消　火　栓 85

合

計

地区別

区　分

南
学
田

中

里

富

士

大
井
分

角

田

継

立

日

出

市街地 密 集 地 そ の 他 の 地 域

御

園

栗

山

杵

臼

雨
煙
別

阿
野
呂

円

山

1 2 7

2 3

2 1 1 1 3 12

1

3

2

2

1

2

1

11 1 1 1 1 1

1

小　型
動　力
ポンプ

消防本部

消　防　署

本　　団

1 1

はしご
付消防
ポンプ
自動車

救助
工作
車

第２分団

第３分団

合　　　計

栗

山

消

防

団

第１分団

　　　　　車両別

　所　属

消　防
ポンプ
自動車

水槽付
消防ポ
ンプ自
動車

小　型
動　力
積載車

小　型
動　力
水槽車

指
令
車

広
報
車

救
急
車

化　学
消　防
自動車
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別表第１５（第４章第８節第２関係）

区分 分　類 種　別 規 格 単位 合計 水防倉庫 上下水道 環境政策 総務課 消防署 備　考

物資 救助用品 担架 台 4 - - - 3 1

物資 救助用品
ライフジャケット
（救命胴衣）

大人用 着 6 - - - - 6

物資 警備用品 安全ロープ φ12mm 100m/巻 巻 1 - - - - 1

物資 警備用品 安全ロープ φ21mm 50m/巻 巻 11 6 - - - 5

物資 警備用品 セーフティーコーン Ｈ700mm 個 30 10 - - 10 10

物資 警備用品 バリケード Ａ形バリ 台 16 16 - - - -

物資 警備用品 バリケード 単管式 脚 10 10 - - - -

物資 警備用品 リングバー セーフティーコーン用 本 6 6 - - - -

物資 ケーブル類
ドラム式コード
（電工ドラム）

20m/台 台 33 - - - 32 1 発電機用

物資 工具 カマ（鎌） 丁 33 20 - - - 13

物資 工具 しの 丁 23 18 - - - 5

物資 工具 スコップ 剣先 丁 113 80 - - - 33

物資 工具 スコップ 角 丁 15 6 - - - 9

物資 工具 ツルハシ（鶴橋） 丁 14 10 - - - 4

物資 工具 とび口 丁 14 4 - - - 10

物資 工具 ナタ（鉈） 丁 4 2 - - - 2

物資 工具 ノコ（鋸） 丁 14 10 - - - 4

物資 工具 ハンマー 丁 10 8 - - - 2

物資 工具 掛矢（木槌） 丁 22 17 - - - 5

物資 工具 ペンチ 丁 16 12 - - - 4

物資 工具 クリッパー 丁 5 - - - - 5

物資 工具 一輪車 台 5 3 - - - 2

物資 工具 おの（斧） 丁 11 8 - - - 3

物資 工具 ドレン篭 戊 4 4 - - - -

物資 工具 竹ホーキ 本 4 4 - - - -

物資 工具 バケツ ＃10 個 82 - - - 80 2

物資 工具 ひしゃく 480mm×620mm 個 4 1 - - - 3

物資 工具 水中ポンプ ツルミ　100V-50φ 台 2 2 - - - -

物資 工具 排水ホース ビニール　50φ×60ｍ 巻 1 1 - - - -

物資 発動発電機 発動発電機 1.0ｋVA未満 台 2 - - - - 2

物資 発動発電機 発動発電機 1.0～2.0ｋVA 台 14 6 - - 7 1

物資 発動発電機 発動発電機 2.0～3.0ｋVA 台 9 - - - 7 2

物資 照明器具 懐中電灯 個 45 13 - - 32 -

物資 照明器具 投光機 500W未満 基 16 5 - - 10 1 発電機用

物資 照明器具 投光機 500～1000W 基 4 1 - - - 3

物資 照明器具 ライト 200～300W 個 0 - - - - -

物資 保安灯 回転灯 個 0 - - - - -

物資 保安用品 テント 張 1 - - - - 1

物資 保安用品 ポリタンク 浄水用 個 300 - 100 - 200 -

物資 保安用品 雨合羽 着 83 25 - - - 58

物資 保安用品 長靴 足 58 28 - - - 30

物資 保安用品 胴長 足 11 2 - - - 9

資材 油処理材 オイルマット
タフネル
BL-65　65㎝×65㎝×4mm

枚 370 - - 170 - 200

資材 油処理材 オイルフェンス タフネル　TF-200　10m/本 本 1 - - - - 1

資材 油処理材 油処理剤 スミレイ（油のみ吸着活性炭） 袋 7 - - - - 7

資材 油処理材 油処理剤 シークル　N800　18L/缶 缶 0 - - - - -

資材 油処理材 中和剤 L 98 - - - - 98

資材 土木用材 なまし鉄線 ㎏ 42 40 - - - 2

資材 土木用材 土のう袋 枚 2,450 2,000 - - - 450

平成３０年６月３０日現在

防災資機材保有状況
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洪水
崖崩れ、
土石流及
び地滑り

地震
大規模
な火事

内水氾濫

1 栗山公園 栗山町桜丘２丁目３８番地１６ ７２－０７０６ ○
2 栗山小学校グラウンド 栗山町中央３丁目３１１番地１ ７２－１１７９ ○
3 栗夢広場 栗山町中央３丁目３０９番地 ７２－６１６１ ○
4 運動公園 栗山町松風４丁目２２番地 ７２－６１６１ ○
5 栗山高等学校グラウンド 栗山町字中里６４番地１８ ７２－１３４３ ○
6 ふじスポーツ広場 栗山町字富士２３番地５ ７２－６１６１ ○
7 栗山中学校グラウンド 栗山町字湯地６０番地９ ７２－０２６９ ○
8 総合グラウンド 栗山町字湯地９１番地１８ ７２－６１６１ ○
9 角田小学校グラウンド 栗山町角田１７番地 ７２－０５１９ ○
10 継立小学校グラウンド 栗山町字継立１９１番地２ ７６－３１５１ ○
11 日出消防団消防庁舎向広場 栗山町字日出１３８番地２ ７２－１１１１ ○
12 円山地域文化センター広場 栗山町字円山１３９番地１ ７２－１１１１ ○
13 カルチャープラザＥｋｉ 栗山町中央２丁目１番地 ７３－３３３３ ○ ○ ○ ○
14 スポーツセンター 栗山町中央３丁目３１０番地 ７２－６１６１ ○ ○ ○ ○ ○
15 栗山小学校 栗山町中央３丁目３１１番地１ ７２－１１７９ ○ ○ ○ ○
16 児童センター 栗山町中央４丁目８６番地 ７２－０８０１ ○ ○ ○ ○
17 ふれあいプラザ 栗山町桜丘２丁目３８番地５ ７２－３０００ ○ ○ ○ ○
18 総合福祉センター 栗山町朝日４丁目９番地３６ ７２－１１１７ ○ ○ ○ ○
19 栗山高等学校 栗山町字中里６４番地１８ ７２－１３４３ ○ ○ ○ ○
20 中里団地集会所 栗山町字中里２５番地３４ ７２－５７９３ ○ ○ ○
21 ふじ団地集会所 栗山町字富士８番地６ ７２－２９７７ ○ ○ ○
22 栗山中学校 栗山町字湯地６０番地９ ７２－０２６９ ○ ○ ○ ○ ○
23 北海道介護福祉学校 栗山町字湯地６０番地 ７２－６０６０ ○ ○ ○ ○ ○
24 角田小学校 栗山町角田１７番地 ７２－０５１９ ○ ○ ○ ○
25 農村環境改善センター 栗山町角田１５７番地１ ７２－６０４０ ○ ○ ○ ○
26 南部公民館 栗山町字継立１７６番地８ ７５－２１１１ ○ ○ ○ ○ ○
27 継立小学校 栗山町字継立１９１番地１ ７６－３１５１ ○ ○ ○ ○
28 円山地域文化センター 栗山町字円山１３９番地１ ７２－１１１１ ○ ○ ○ ○ ○

別表第１６（第４章第１０節第２関係）

指定緊急避難場所一覧

NO 施設・場所名 住　所 連絡先

対象とする異常な現象の種類
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NO 施設名 住　所 連絡先 指定緊急避難場所との重複

1 カルチャープラザＥｋｉ 栗山町中央２丁目１番地 ７３－３３３３ ○

2 スポーツセンター 栗山町中央３丁目３１０番地 ７２－６１６１ ○

3 栗山小学校 栗山町中央３丁目３１１番地１ ７２－１１７９ ○

4 児童センター 栗山町中央４丁目８６番地 ７２－０８０１ ○

5 ふれあいプラザ 栗山町桜丘２丁目３８番地５ ７２－３０００ ○

6 総合福祉センター 栗山町朝日４丁目９番地３６ ７２－１１１７ ○

7 栗山高等学校 栗山町字中里６４番地１８ ７２－１３４３ ○

8 中里団地集会所 栗山町字中里２５番地３４ ７２－５７９３ ○

9 ふじ団地集会所 栗山町字富士８番地６ ７２－２９７７ ○

10 栗山中学校 栗山町字湯地６０番地９ ７２－０２６９ ○

11 北海道介護福祉学校 栗山町字湯地６０番地 ７２－６０６０ ○

12 角田小学校 栗山町角田１７番地 ７２－０５１９ ○

13 農村環境改善センター 栗山町角田１５７番地１ ７２－６０４０ ○

14 南部公民館 栗山町字継立１７６番地８ ７５－２１１１ ○

15 継立小学校 栗山町字継立１９１番地１ ７６－３１５１ ○

16 円山地域文化センター 栗山町字円山１３９番地１ ７２－１１１１ ○

指定避難所一覧

別表第１６（第４章第１０節第２関係）
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指定緊急避難場所
指定避難所

凡　　　例
○
□

指定緊急避難場所及び指定避難所位置図　　ＮＯ.1

カルチャープラザEｋｉ

スポーツセンター

栗山公園

栗夢広場

栗山小学校グランド

ふれあいプラザ

栗山小学校

児童センター

運動公園

ふじ団地集会所

中里団地集会所

ふじスポーツ広場
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指定緊急避難場所及び指定避難所位置図　　ＮＯ．２

凡　　　例

○

指定避難所 □

指定緊急避難場所

栗山高校グランド

栗山高校

総合福祉センター

栗山中学校

総合グランド

介護福祉学校

栗山中学校グランド
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指定緊急避難場所及び指定避難所位置図　　ＮＯ．３　

139-2

凡　　　例

指定緊急避難場所 ○

指定避難所 □

角田小学校グランド

角田小学校

南部公民館

農村環境改善センター

継立小学校グランド

継立小学校
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指定緊急避難場所

指定緊急避難場所及び指定避難所位置図　ＮＯ．４

凡　　　例

○

指定避難所 □

円山文化センター広場

円山文化センター
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ベット数

梶整形外科医院 ＿

長岡外科整形外科医院 ＿

とくち内科消化器科
ファミリークリニック

＿

板垣医院 ＿

つぎたてクリニック ＿

にしみこどもクリニック ＿

あらい歯科 ＿

高橋歯科医院 ＿

つぎたて歯科 ＿

永山歯科医院 ＿

西村歯科医院 ＿

三上歯科医院 ＿

南川歯科医院 ＿

つぎたて調剤薬局

内科７２－６６２２

栗山町中央3丁目２２６番地 外科、整形外科

栗山町字継立３６３番地４９

栗山町中央３丁目２３４番地４

７２－１１７１

栗山町中央2丁目２５１番地 整形外科７２－００５８

７５－２１１２栗山町字継立２７２番地１

医療機関名

栗山町中央３丁目２３３番地 ７２－１９６４

栗山町松風4丁目２番地１

栗山町中央2丁目２１９番地

栗山赤十字病院

電　　　話 診 療 科 目

栗山町朝日3丁目2番地 ７２－１０１５ 136床
内科、外科、整形外科、精神神経科、眼科、
循環器内科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科

小児科、内科７３－３６６６

内科７２－０２５０

７７－２２７７ 外科、内科

電 話 番 号名称

栗山町中央２丁目１１７番地 歯科７２－１４７５

栗山町字継立３６３番地３７ ７７－２１２２ 歯科

栗山町松風４丁目２３番地 ７２－７０００

栗山町朝日２丁目４７番地

栗山町中央２丁目１１６番地

栗山町朝日２丁目３３番地

７３－２２７７

７２－１１７２

なの花薬局栗山店

㈲吉井龍雲堂薬局

栗山町朝日２丁目３１番地

栗山町中央２丁目７０番地

７２－７６７０

別表第１７（第５章第１３節第７関係）

栗山町医療機関一覧

７２－２０００

吉井調剤薬局

　　　　平成３０年６月３０日現在

（ 2 ） 薬 品 及 び 衛 生 材 料 販 売 業 者

所 在 地

歯科

日本調剤栗山薬局

栗山町中央２丁目２４８番地

歯科

栗山町中央３丁目２６６番地 ７２－５４１８ 歯科

７２－０６４８ 歯科栗山町松風４丁目６番地３

栗山町朝日３丁目６番地９ ７２－１１５５ 歯科

７２－７９３５

７２－１３６６

ナカジマ薬局日赤前店

ココカラファイン栗山店
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栗山町松風３丁目３１１番地１ ７２－０４７５

７３－５２２２ロイテ調剤薬局栗山店

ＢＫ薬局栗山駅前店 栗山町中央2丁目２１６番地 ７３－６３５５

マツモト薬品 栗山町松風２丁目２２番地 ７２－１５６６

シオミ薬品

栗山町中央３丁目３２７番地

ツルハドラッグ栗山店 栗山町朝日４丁目３１番地１ ７３－６３５５
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平成３０年６月６０日現在

管理者 種類 呼出名称 設置場所
基地局 ぼうさいくりやま 建設水道課
移動局 ぼうさいくりやま１ 建設水道課サーフ
〃 ぼうさいくりやま２ 建設水道課プラド
〃 ぼうさいくりやま４ 建設水道課町営バス②
〃 ぼうさいくりやま５ 建設水道課ダンプトラック
〃 ぼうさいくりやま６ 建設水道課グレーダー
〃 ぼうさいくりやま７ 建設水道課ショベルドーザー
〃 ぼうさいくりやま８ 建設水道課除雪ドーザー
〃 ぼうさいくりやま９ 建設水道課歩道ロータリー
〃 ぼうさいくりやま１０ 建設水道課大型バス
〃 ぼうさいくりやま１１ 建設水道課除雪トラック
〃 ぼうさいくりやま１２ 建設水道課除雪トラック
〃 ぼうさいくりやま１３ 建設水道課除雪トラック
〃 ぼうさいくりやま１４ 建設水道課除雪ドーザー
〃 ぼうさいくりやま１５ 建設水道課除雪ドーザー
〃 ぼうさいくりやま１６ 建設水道課除雪ドーザー
〃 ぼうさいくりやま１７ 建設水道課除雪ドーザー
〃 ぼうさいくりやま１８ 建設水道課除雪ドーザー
〃 ぼうさいくりやま１９ 建設水道課除雪ドーザー
〃 ぼうさいくりやま２０ 建設水道課除雪ドーザー
〃 ぼうさいくりやま２１ 建設水道課歩道ロータリー
〃 ぼうさいくりやま２２ 建設水道課除雪トラック
〃 ぼうさいくりやま２３ 建設水道課ロータリー
〃 ぼうさいくりやま２４ 建設水道課ロータリー
〃 ぼうさいくりやま２５ 建設水道課歩道ロータリー
〃 ぼうさいくりやま２６ 建設水道課歩道ロータリー
〃 ぼうさいくりやま３０ 建設水道課(水道）カルディナ①
〃 ぼうさいくりやま３１ 建設水道課（水道）パトロール車
〃 ぼうさいくりやま３２ 建設水道課（水道）カルディナ②
〃 ぼうさいくりやま３３ 建設水道課（水道）カルディナ③
〃 ぼうさいくりやま３４ 建設水道課（水道）予備
〃 ぼうさいくりやま４０ 環境生活課１号車
〃 ぼうさいくりやま４１ 環境生活課２号車
〃 ぼうさいくりやま４２ 環境生活課３号車
〃 ぼうさいくりやま４３ 環境生活課４号車
〃 ぼうさいくりやま４４ 環境生活課２ｔ車
〃 ぼうさいくりやま４５ 環境生活課借上車
〃 ぼうさいくりやま４６ 環境生活課借上車
〃 ぼうさいくりやま４７ 建設水道課予備

携帯局 ぼうさいくりやま１００ 建設水道課
〃 ぼうさいくりやま１０１ 建設水道課
〃 ぼうさいくりやま１０２ 建設水道課
〃 ぼうさいくりやま１０３ 建設水道課
〃 ぼうさいくりやま１０４ 建設水道課町営バス
〃 ぼうさいくりやま１０５ 建設水道課
〃 ぼうさいくりやま１０６ 建設水道課
〃 ぼうさいくりやま１０７ 建設水道課町営バス
〃 ぼうさいくりやま１０８ 建設水道課町営バス
〃 ぼうさいくりやま１３０ 建設水道課(水道）

栗山町

防　災　無　線
別表第１８（第５章１節第５関係）
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管理者 種類 呼出名称 設置場所
基地局 　なんそらしょうぼうくりやま 　消防署
固定局 　くりやましょうぼう 　消防署卓上型固定

〃 　かくたしょうぼう 　角田
〃 　つぎたてしょうぼう 　継立
〃 　ひのでしょうぼう 　日出
〃 　うえんべつしょうぼう 　雨煙別
〃 　みなみがくでんしょうぼう 　南学田

移動局 　なんそらしき 　本部指令車
〃   なんそらしきほんぶ 　　〃 広報車
〃   くりやまきゅうきゅう 　消防署高規格救急車
〃 　くりやまきゅうじょ 　　　〃　救助工作車
〃 　くりやまこうほう 　　　〃　広報車
〃 　くりやましれい 　　　〃　指令車
〃 　くりやますいそう 　　　〃　水槽車
〃 　くりやまかがく 　　　〃　化学車
〃 　くりやまはしご 　　　〃　はしご車
〃 　くりやまだんし 　団指令車
〃 　くりやま1ぶ 　第１分団　１部車
〃 　くりやま2ぶ 　　　〃　　　２部車
〃 　かくた 　第２分団　１部車
〃 　うえんべつ 　　　〃　　　２部車
〃 　つぎたて 　第３分団　１部車
〃 　ひので 　　　〃　　　２部車
〃 　みなみがくでん 　　　〃　　　３部車
〃 　くりやましき１０１ 　消防署
〃 　くりやましき１０２ 　消防署
〃 　くりやましき１０３ 　消防署
〃 　くりやましき１０４ 　消防署

別表第１９（第５章第１節第５関係）

消　　防　　無　　線
平成３０年６月３０日現在

南空知消防組合
消防署
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別表第２０（第５章第１０節第７関係） 

給水用資機材の備蓄及び整備状況 

 

                          平成３０年６月３０日現在 

項 目 内  容 保有数量 初期応援可能数 備 考 

車 両 給水車（   ｍ3）    

給水車（   ｍ3）    

ト ラ ッ ク    

ク レ ー ン 車    

そ の 他 ３ １ ライトバン 3台 

給 水 容 器 仮設水槽（   ｍ3）    

仮設水槽（   ｍ3）    

給水タンク（  L）    

給水タンク（  L）    

給水タンク（1,000L） １ １ 浄水場第２配水池 

ポリ容器（２０ L） １５０ １００  

ポリ容器（１０ L） ２０   

そ の 他 ８００枚 ６００枚 給水袋（ポリ） 

機 材 応 急 給 水 装 置    

ろ 過 機    

発 電 機    

投 光 器    

鉄 管 切 断 機    

電 動 ネ ジ 切 機    

そ の 他    

管 類 直管（     mm）    

直管（     mm）    

直管（     mm）    

継 手 類    

缶 詰 水 の 缶 詰    

食 料    

そ の 他     

    

 



別表第２１（第５章第１０節第７関係）

配水池保有水量

配水池施設名
保有水量
（㎥）

栗山水道事業 桜山浄水場 7,000

日出簡易水道事業 御園高区配水池 58

円山配水池 192

滝下高区配水池 10

平成３０年６月３０日現在
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別表第２２（第８章第３関係） 

被災者生活再建支援制度の概要 

 

１．制度の対象となる自然災害 

 ① 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市町村 

 ② １０世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村 

 ③ １００世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県 

 ④ ①又は②の市町村を含む都道府県で、 

    ５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口１０万人未満に限る） 

 ⑤ ①～③の区域に隣接し、 

    ５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口１０万人未満に限る） 

２．制度の対象となる被災世帯 

 上記の自然災害により 

  ① 住宅が「全壊」した世帯 

  ② 住宅が半壊、又は住宅に敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

  ③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 

  ④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊世帯） 

３．支援金の支給額 

 支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる 

  （※ 世帯人数が１人の場合は、各該当欄の３／４の額） 

 ①住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の  

被害程度 

全  壊    

(２．①に該当) 

解 体   

(２．②に該当) 

長期避難  

(２．③に該当) 

大規模半壊

(２．④に該当) 

支給額 １００万円 １００万円 １００万円 ５０万円 

 ②住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の 

再建方法 
建設・購入 補 修 

賃 借 

（公営住宅以外） 

支給額 ２００万円 １００万円 ５０万円 

   ※ いったん住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、 

合計で２００（又は１００）万円 

４．支援金の支給申請 

 （申請窓口）     市町村 

 （新生児の添付書面） ①基礎支援金： り災証明書、住民票、  等 

            ②加算支援金： 契約書（住宅の購入、賃借等）  等 

 （申請期間）     ①基礎支援金： 災害発生日から１３月以内 

            ②加算支援金： 災害発生日から３７月以内 

５．基金と国の補助 

  ○ 国の指定を受けた被災者生活再建支援法人（財団法人都道府県会館）が、都道府県が相互扶

助の観点から拠出した基金を活用し、支援金を支給。（基金の拠出金：６００億円） 

  ○ 基金が支給する支援金の１／２に相当する額を国が補助。 



別図第１（第３章第２節第３関係）

（災害対策本部案内標示板）

別図第２（第３章第２節第３関係）

（腕章）

栗
山
町
災
害
対
策
本
部

３５ｃｍ

１５０ｃｍ

【本部長】

１０ｃｍ
栗　山　町　災　害　対　策　本　部

本　　　　　部　　　　　長

３５ｃｍ

【副本部長】

栗　山　町　災　害　対　策　本　部
１０ｃｍ

３５ｃｍ

副　　　本　　　部　　　長

１ｃｍ

１ｃｍ

１ｃｍ

１ｃｍ

１ｃｍ

１ｃｍ

１ｃｍ

171



１ｃｍ

３５ｃｍ

【係員】

栗　山　町　災　害　対　策　本　部

【部長】

１０ｃｍ

３５ｃｍ

１ｃｍ

１ｃｍ

【班長】

部　　　　　　長

１０ｃｍ
栗　山　町　災　害　対　策　本　部

班　　　　　　長

１０ｃｍ

３５ｃｍ

栗　山　町　災　害　対　策　本　部

係　　　　　　員
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別図第３（第４章第９節第１関係）

（避難場所標識）

１　ベース線とし、文字は白抜き、白で縁取り、反射フィルム

　 2　看板の材質はアルミ（６００角）とし、２面

３　ポールは亜鉛メッキ柱（６０径）、下部にＸ型ネカセを付ける。

800

4000

注）

栗 山 町

避 難 場 所

○ ○ ○ ○
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